
3

　「SDGs（エスディージーズ）って？」
2015 年の国連サミットで採択された、誰一人取り残さない持続可能な社会を作る上での全世界の共通
ルールです。貧困や教育、環境問題の解決など17の国際目標で構成されています。企業や地域、ボランティ
ア等、様々な立場で一人ひとりが行動し、連携しながら目標達成に向けて取組むことが求められています。

　ふくい桜まつりでは、みんなで力を合わせて足羽川をライトアップしよう！と、市民参加型のプロジェクトを企
画しており、ライトアップを彩る「紙さくら」を集めています。みんなで一緒に「ふくい桜まつり」を盛り上げて
いきましょう！
＜募集期間＞　3月 17日（金）まで
＜内　　容＞　紙さくらの組み立て　※メッセージやイラスト等デコレーションもOKです。
＜参加方法＞　①型紙を切り貼りして組み立ててください。
　　　　　　　※型紙は福井市観光協会（ハピリン３階）および福井市総合ボランティアセンター（ハピリン４階）
　　　　　　　　で配布しています。型紙には限りがあります。
　　　　　　　②組み立てた紙さくらを「福井市総合ボランティアセンター（ハピリン 4階、月曜日休所）」まで
　　　　　　　　持ち込んでください。
＜ライトアップ＞　「紙さくら」をたくさん並べてライトアップします。
　　　　　　　　　日時　3月 31日（金）～ 4月 2日（日）18：00～ 22：00
　　　　　　　　　場所　足羽川河川敷、「泉橋」と「幸橋」の間
　　　　　　　　　※荒天等により変更の場合はホームぺージにてお知らせします。
＜お問合せ＞　
　ふくい桜まつり実行委員会事務局（中央 1丁目 2-1　ハピリン 3階　福井市観光協会内）
　ＴＥＬ 20-5151  ホームページ https://fuku-iro.jp/fukuiromikke/sakura/

　ボランティア活動保険は、ボランティア活動中や活動場所への移動中に自信がケガをしてしまった場合、人に
けがをさせてしまった場合、物を壊してしまった場合など、万が一の事故を補償するものです。安心して活動に
取り組むことができるよう、ボランティア活動保険への加入をおすすめします。

※基本プラン、天災・地震補償プランでは、補償開始日から 10日以内に発病した特定感染症（新型コロナウイル
ス含む）については補償の対象となりません（※ただし、4月 1日付で前年度から継続して加入する場合を除く）。
特定感染症重点プランでは、初日から補償の対象となります。
補償期間　　令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
　　　　　　（中途加入の場合は、加入日の翌日から令和 6年３月３１日まで）
対　　象　　日本国内で、自発的な意思に基づいて行うボランティア活動。
加入申込み手続き　　下記で加入手続きができます。加入の際は、保険料を持って窓口までおこしください。
　　　　　　　　　　団体加入の場合は、名簿のコピーをお持ちいただくと手続きがスムーズです。加入申込人
　　　　　　　　　　が法人の場合は、法人印の押印が必要です。
　　　　　　　　　　なお、どこか一つの団体で加入していれば、他の団体の活動でも補償されます。
事故が起こったら　　速やかに、加入申込み手続きを行った社協に、氏名、住所、連絡先、事故発生日時・場所、
　　　　　　　　　　事故の状況などをお知らせください。その後、事故報告書をご提出いただき、社協から保
　　　　　　　　　　険会社に連絡します。
＜加入申込み手続き・お問合せ＞
　福井市社会福祉協議会ボランティアセンター（田原 1丁目 13-6　フェニックス・プラザ 1階）
　ＴＥＬ 22-0022

ふくい桜まつり　みんなでつくる桜のあかりプロジェクト

令和５年度ボランティア活動保険の加入申込み受付中です

その他の情報

その他の情報

加入プラン 　　　基本プラン 　　天災・地震補償プラン 　特定感染症重点プラン

保険料 　　　　350 円 　　　　　 500 円 　　　　　　　550 円


